
用
駐
車
場
の
東
側

（
線
路
の
反
対
側
）

に
、
新
た
に
市
営
東

第
9
一
時
利
用
自
転

車
等
駐
車
場
を
開
設
し
ま
し
た
。

　

東
第
9
一
時
利
用
駐
車
場
は
、

機
械
化
式
で
運
用
す
る
た
め
、
現

金
の
み
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
（
回
数

券
の
利
用
は
、
西
第
9
一
時
駐
車

場
の
み
と
な
り
ま
す
）。利
用
料
金

の
支
払
い
は
、
駐
車
場
を
出
る
と

き
に
精
算
し
て
く
だ
さ
い
。
利
用

時
間
は　

時
間
制
、
利
用
料
金
は

24

自
転
車
が
1
0
0
円
、
原
付
が
2

0
0
円
と
な
り
ま
す
。
駐
車
台
数

は
、
自
転
車
が
3
3
3
台
、
原
付

が　

台
で
す
。

25

　

詳
し
く
は
施
設
管
理
課
自
転
車

対
策
担
当�
4
7
0
・
7
7
6
4

へ
。

20.  9.  1

以
内
（
変
則
勤
務
有
り
）

　
【
雇
用
期
間
】　

月
1
日
〜　

年

10

21

3
月　

日
（
更
新
可
）

31

　
【
賃
金
】
時
給
1
4
5
8
円
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
応
募
資
格
】
児
童
厚
生
1
、
2

級
指
導
員
ま
た
は
保
育
士
、
幼
稚

園
、
小
・
中
学
校
教
諭
の
資
格
を

有
す
る
お
お
む
ね　

歳
以
下
の
方

50

　
【
応
募
書
類
】
①
市
販
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
②
資
格
証
明
書
の

写
し
③
「
学
童
保
育
所
・
児
童
館

の
役
割
」
に
つ
い
て
の
考
え
や
意

見
を
原
稿
用
紙
で
8
0
0
字
以
内

に
ま
と
め
た
小
論
文

　

申
し
込
み
は
9
月
1
日
（
月
）

〜
5
日
（
金
）
の
午
前
8
時
半
〜

午
後
5
時
（
正
午
〜
午
後
1
時
を

除
く
）
に
、
応
募
書
類
を
直
接
子

育
て
支
援
課
（
市
役
所
2
階
）
へ

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
不
可
。

書
類
選
考
後
、
9
月
9
日
（
火
）・

　

日
（
水
）
に
面
接
の
上
、
決
定

10し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係�
4
7

0
・
7
7
3
5
へ
。

学
童
保
育
所
・
児
童
館

の
臨
時
職
員（
登
録
制
）

　

登
録
は
常
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
ま
た

は
児
童
館
に
お
け
る
児
童
の
保
育

　
【
勤
務
時
間
等
】月
曜
〜
土
曜
日

（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、
月　
75

時
間
以
内
（
変
則
勤
務
有
り
）

　
【
賃
金
】
時
給
9
3
0
円
（
交
通

費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　

申
し
込
み
は
市
販
の
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
を
直
接
子
育
て
支

援
課
（
市
役
所
2
階
）
へ
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係�
4
7

0
・
7
7
3
5
へ
。

非
常
勤
嘱
託
職
員 

（

児

童

厚

生

員

）

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
ま
た

は
児
童
館
に
お
け
る
児
童
の
保
育

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
【
勤
務
時
間
等
】月
曜
〜
土
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）、月
1
2
8
時
間

　

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
認

証
局
に
お
い
て
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
作
業
を
行
う
た
め
、
9
月

　

日
（
月
）
は
、
市
民
課
（
市
役

22所
1
階
）
に
お
け

る
電
子
証
明
書
の

交
付
を
終
日
停
止

し
ま
す
。

　

詳
細
は
公
的
個

人
認
証
サ
ー
ビ
ス

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課

住
民
記
録
係�
4

7
0
・
7
7
2
2

へ
。

◆公的個人認証サービスポータルサイト
http://www.jpki.go.jp

　

地
域
福
祉
の
推
進
を
図
る
た
め
、

市
内
の
非
営
利
民
間
団
体
等
が
社

会
資
源
を
有
効
に
活
用
し
て
実
施

す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
補
助

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
補
助
対

象
事
業
は
、
日
常
生
活
サ
ー
ビ
ス

（
家
事
援
助
・
介
護
・
食
事
・
移

送
・
入
浴
の
各
サ
ー
ビ
ス
）
で
す
。

補
助
金
総
額
は
7
5
0
万
円
で
、

団
体
割
と
事
業
割
が
半
々
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、　

年
度
の
補
助
対

20

象
団
体
を
募
集
し
ま
す
。
補
助
金

の
交
付
を
希
望
す
る
団
体
は
、
関

係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　

申
請
書
の
配
布
は
、
9
月
1
日

（
月
）
か
ら
福
祉
総
務
課
（
市
役

所
1
階
）
で
行
い
ま
す
。
な
お
、

昨
年
度
交
付
さ
れ
て
い
た
団
体
に

は
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　

申
し
込
み
は
9
月　

日
（
火
）

16

ま
で
に
（
必
着
）、
〒
2
0
3�
8

5
5
5
、
市
役
所
福
祉
総
務
課
あ

て
郵
送
ま
た
は
直
接
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
福
祉
政
策
係�

4
7
0
・
7
7
4
1
へ
。

　
【
意
見
書
の
提
出
先
】9
月
2
日

（
火
）
〜　

日
（
火
）
に
（
必
着
）、

16

提
出
者
の
住
所
・
氏
名
・
地
区
と

の
関
係
を
記
入
の
上
、
〒
2
0
3

�
8
5
5
5
、
市
役
所
都
市
計
画

課
あ
て
郵
送
ま
た
は
直
接
持
参
し

て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
課
土
地
利
用
計
画

係�
4
7
0
・
7
7
6
8
へ
。

　

市
立
上
の
原
保
育
園
の
移
転
・

建
て
替
え
に
伴
い
、
地
区
計
画
の

一
部
を
変
更
す
る
計
画
案
の
縦
覧

を
次
の
通
り
行
い
ま
す
。

　

関
係
住
民
の
方
や
利
害
関
係
者

は
、
こ
の
案
に
つ
い
て
市
長
に
対

し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
【
縦
覧
期
間
】9
月
2
日（
火
）〜

　

日
（
火
）

16
　
【
会
場
】
都
市
計
画
課
（
市
役
所

5
階
）

　

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、

市
役
所
1
階
夜
間
出
入
り
口
が
会

場
と
な
り
ま
す
。

縦
覧
を
実
施
し
ま
す

上
の
原
地
区
地
区
計
画
の
変
更
案

施
設
管
理
課
あ
て
に
郵
送
で
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
納
付
書
を
送
付

し
ま
す
。　

　

※
登
録
期
間
を
過
ぎ
た
自
転
車

は
、
駐
車
場
の
利
用
が
で
き
ま
せ

ん
。　　

新
規
登
録
の
受
け
付
け

　

新
た
に　

月
1
日
か
ら
定
期
利

10

用
に
よ
る
駐
車
場
の
利
用
を
希
望

す
る
方
は
、
9
月　

日
（
木
）
か

25

ら
新
規
登
録
を
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
登
録
は
利
用
状
況
に
よ
り
、

空
い
て
い
る
駐
車
場
の
み
の
受
け

付
け
と
な
り
ま
す
。

　
【
更
新
・
新
規
の
受
け
付
け
会

場
】
施
設
管
理
課
（
市
役
所
5
階
）

　
【
受
付
時
間
】午
前
8
時
半
〜
午

後
4
時
半
（
正
午
〜
午
後
1
時
と

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
【
登
録
申
請
書
等
の
配
布
場
所
】

同
課
窓
口
ま
た
は
西
第
9
一
時
利

用
自
転
車
駐
車
場
詰
め
所　

東
第
９
一
時
利
用
自
転
車 

等
駐
車
場
を
新
規
に 

開

設

し

ま

し

た

　

7
月
1
日
か
ら
西
第
9
一
時
利

更
新
登
録
の
受
け
付
け

　

市
営
自
転
車
等
駐
車
場
を
「
6

カ
月
利
用
」
で
登
録
し
て
い
る
方

は
、
9
月　

日
（
火
）
で
利
用
登

30

録
期
間
の
期
限
が
切
れ
ま
す
。　
10

月
1
日
以
降
も
継
続
し
て
利
用
を

希
望
す
る
場
合
は
、
9
月
1
日

（
月
）
〜　

日
（
金
）
に
更
新
手

26

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

来
庁
で
き
な
い
方
は
9
月　

日
10

（
水
）
ま
で
に
（
必
着
）、
9
月
分

ま
で
の
領
収
書
と
返
信
用
封
筒
を
、

〒
2
0
3�
8
5
5
5
、
市
役
所

～見えてくる　日本の暮らし　住まいから～

　１０月１日、全国で「平成２０年住宅・土地統計調査」

が行われます。この調査は、住宅・土地に関する最

も基本的な調査です。昭和２３年以来、５年ごとに行

われ、今回の調査は１３回目になります。調査結果は、

国や都道府県・市区町村が住生活基本計画やまちづ

くり施策などを立案するための重要な資料として利

用され、私たちの住生活の向上に大切な役割を果た

します。

　調査は、全国の調査区の中から約１０分の１の調査

区を選び、その地域内の世帯を対象に行われます。

全国で約３５０万世帯を対象とする最も規模の大きい

標本調査です。

　９月下旬に、調査の対象となったお宅に調査員が

伺い、世帯ごとに調査票を配布します。調査票は、

後日、調査員が受け取りに伺います。

■ 記入内容の秘密は守られます ■

　調査票に記入していただいた内容をほかに漏らし

たり、統計以外の目的に使用したりすることは、法

律で固く禁じられています。安心して、ありのまま

をご記入ください。

　皆さんに記入していただいた調査票の集計結果は、

２１年夏ごろ以降、順次総務省統計局から公表される

予定です。

　詳しくは企画経営室総務課�４７０・７７１４へ。

市営自転車等駐車場と放置禁止区域
は自転車等放置禁止区域です

電子証明書の交付を電子証明書の交付を

終日停止します終日停止します

9月22日（月）

市営自転車等駐車場

更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分更新分と新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分新規分の
登録申請を受け付けます

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

補
助
対
象
団
体
を
募
集

地
域
福
祉
の
推
進
を
目
指
し
て

ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいご協力ください

住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査住宅・土地統計調査

　

市
緑
の
基
本
計
画
は
、
東
久
留

米
市
の
み
ど
り
に
関
す
る
条
例
に

基
づ
き
、　

年　

月
に
策
定
し
ま

10

11

し
た
。

　

同
計
画
は
、　

年
後
、　

年
後

10

20

を
踏
ま
え
た
、
長
期
的
な
ま
ち
の

み
ど
り
の
将
来
像
を
描
き
出
す
も

の
で
、
実
現
に
向
け
目
標
と
施
策

を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

同
計
画
策
定
後
、
約　

年
を
経

10

過
す
る
こ
と
か
ら
、
学
識
経
験
者

や
市
民
等　

人
で
構
成
す
る
市
環

12

境
審
議
会
に
対
し
、
同
計
画
の
見

直
し
つ
い
て
諮
問
を　

年
5
月　

19

28

日
に
行
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
こ
の
た
び
、
同
審
議
会

に
お
い
て
同
計
画
見
直
し
に
つ
い

て
の
答
申
が
ま
と
ま
り
、
市
長
に

答
申
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
こ
の
答

申
内
容
を
参
考
に
し
て
、　

年
度

24

ま
で
の
同
計
画
の
推
進
と
、
そ
の

後
の
改
定
も
視
野
に
入
れ
、
計
画

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
答
申
書
は
、
9
月
1
日

（
月
）
か
ら
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
2
階
）、
環
境
政
策
課

（
市
役
所
5
階
）、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
み
ど
り
環
境
担

当�
4
7
0
・
7
7
5
3
へ
。

都
市
計
画
生
産
緑
地

地
区
変
更
案
の
公
告
・
縦
覧

の
関
係
を
記
入
の
上
、
〒
2
0
3

�
8
5
5
5
、
市
役
所
都
市
計
画

課
あ
て
郵
送
ま
た
は
直
接
持
参
し

て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
課
土
地
利
用
計
画

係�
4
7
0
・
7
7
6
8
へ
。

　
【
意
見
書
の
提
出
先
】9
月　

日
11

（
木
）
〜　

日
（
木
）
に
（
必
着
）、

25

提
出
者
の
住
所
・
氏
名
・
地
区
と

　
【
縦
覧
期
間
】9
月　

日（
木
）〜

11

　

日
（
木
）

25
　
【
会
場
】
都
市
計
画
課
（
市
役
所

5
階
）

　

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、

市
役
所
1
階
夜
間
出
入
り
口
が
会

場
と
な
り
ま
す
。

　
【
意
見
書
の
提
出
】関
係
住
民
の

方
や
利
害
関
係

者
は
、
こ
の
案

に
つ
い
て
市
長

に
対
し
て
意
見

書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま

す

「
東
久
留
米
市
緑
の
基
本
計
画
見
直
し
に

　
つ
い
て（
答
申
）」が
ま
と
ま
り
ま
し
た


